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一　

序　

論（
1
）

　

わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
第
四
章
は
、「
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
企
業
結（
2
）合

を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
複
数
の
企
業
が
株
式
保
有
、
合
併
等
に
よ
り
一
定
程
度
又
は
完
全
に
一
体
化
し
て
事
業
活
動
を
行
う
関
係

（
以
下
「
結
合
関
係
」
と
い
う
。）
が
形
成
・
維
持
・
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
場
構
造
が
非
競
争
的
に
変
化
し
、
一
定
の
取
引
分
野
に

お
け
る
競
争
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
着
目
し
て
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ（
3
）る」。

事
業
者
間
の
結
合
関
係
が
形
成
・
維

持
・
強
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
を
脅
か
し
得
る
市
場
支
配
力
の
形
成
・
維
持
・
強
化
が
懸
念
さ
れ
得
る
と
い
う
一
般

的
な
理
解
が
わ
が
国
の
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
関
し
て
存
在
す
る
。
同
理
解
を
敷
衍
す
る
と
、
同
法
第
四
章
に
定
め
ら
れ
た
企
業

結
合
が
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
と
は
、
競
争
自
体
が
減
少
し
て
、
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
集
団
が
そ
の
意
思
で
、
あ
る
程
度

自
由
に
、
価
格
、
品
質
、
数
量
、
そ
の
他
各
般
の
条
件
を
左
右
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
も
た
ら

す
こ
と
を
い（
4
）う」

と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。「
企
業
結
合
に
よ
り
市
場
構
造
が
非
競
争
的
に
変
化
し
て
、
当
事
会
社
が
単
独
で
又
は

他
の
会
社
と
協
調
的
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
自
由
に
価
格
、
品
質
、
数
量
、
そ
の
他
各
般
の
条
件
を
左
右
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
が
容
易
に
現
出
し
得
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
り
、

禁
止
さ
れ（
5
）る」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
競
争
法
上
の
懸
念
に
対
処
す
べ
く
、
将
来
の
市
場
に
お
け
る
競
争
を
合
理
的
に
予
見
可
能
な
範

囲
で
予
測
し
た
上
で
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
は
競
争
の
実
質
的
制（
6
）限を

も
た
ら
す
蓋
然（
7
）性あ

る
企
業
結
合
を
事
前
に
規
制
し
続
け
て
き

た
。
企
業
結
合
は
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
規
制
に
際
し
て
は
事
件
ご
と
に
様
々
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
等
に
競
争
法
上
の
企

業
結
合
規
制
の
難
点
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
今
ま
さ
に
市
場
か
ら
退
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
破
綻
状
態
に
瀕
し
た
会
社
を
買
収
そ
の
他
の

手
段
で
救
済
す
る
よ
う
な
企
業
結
合
に
対
す
る
競
争
法
上
の
規
制
は
、
通
常
の
企
業
結
合
規
制
と
は
異
な
る
考
慮
要
素
や
判
断
基
準
が
問
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題
と
な
り
得
る
。
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も
こ
の
問
題
意
識
は
共
有
さ
れ
て
お（
8
）り、
競
争
法
上
い
か
な
る
特
殊
事
情
を
斟
酌
し
当

該
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
今
ま
さ
に
市
場
か
ら
退
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
破
綻
状
態
に
瀕
し
た
会
社
を
買
収
そ
の
他
の
手
段
で
取
得
す
る
、
い
わ
ゆ
る

救
済
合
併
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
場
合
を
仮
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
結
果
と
し
て
勝
者
と
敗
者
が
分
か

た
れ
、
ま
さ
に
敗
者
た
る
事
業
者
が
破
綻
状
態
に
瀕
し
て
市
場
か
ら
退
出
し
よ
う
と
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な

敗
者
た
る
事
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
結
果
と
し
て
市
場
か
ら
退
出
す
る
こ
と
の
方
が
、
新
規
参
入
の
促
進
や
市
場
に
お
け
る
事

業
者
の
優
劣
を
示
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
意
義
で
あ
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
。
破
綻
状
態
に
瀕
し
た
事
業
者
の
存
在
は
資
源
配

分
の
効
率（
9
）性が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
）
10
（
左
で
あ
り
、「
事
業
に
失
敗
し
て
市
場
か
ら
撤
退
又
は
消
滅
に
瀕
し
て
い
る
事
業
者
…
（
筆

者
中
略
）
…
の
存
続
を
確
保
…
（
筆
者
中
略
）
…
す
る
場
合
に
は
、
市
場
機
能
の
根
幹
で
あ
る
失
敗
し
た
事
業
者
の
退
出
が
阻
害
さ
れ
、

産
出
物
の
市
場
に
お
け
る
競
争
を
阻
害
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
非
効
率
的
な
事
業
者
の
下
に
生
産
資
源
が
残
存
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生

産
資
源
市
場
に
お
け
る
資
源
の
効
率
的
配
分
も
妨
げ
ら
れ
）
11
（

る
」。
換
言
す
れ
ば
、「
最
も
効
率
的
な
生
産
者
に
報
い
、
効
率
性
に
劣
る
事
業

者
に
は
改
善
、
リ
ス
ト
ラ
又
は
市
場
か
ら
の
退
出
を
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
的
な
資
源
配
分
を
も
た
ら
す
と
い
う
市
場
の
機
能
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
）
12
（

る
」
た
め
、
市
場
か
ら
事
業
者
が
退
出
あ
る
い
は
資
産
が
流
出
す
る
と
い
う
現
象
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
真
に
必
要
か

否
か
に
つ
き
、
よ
り
競
争
的
な
市
場
の
構
造
と
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
十
分
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
資
源
配
分
の
非
効
率
に

対
す
る
危
惧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
の
退
出
あ
る
い
は
資
産
の
流
出
を
食
い
止
め
る
企
業
結
合
は
競
争
法
上
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ

得
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
理
解
を
借
り
れ
ば
、
当
該
企
業
結
合
を
認
め
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
同
程
度
市

場
に
お
け
る
競
争
が
減
少
す
る
と
評
価
で
き
る
場
合
、
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
の
発
生
と
い
う
結
果
の
間
の
因
果
関

係
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
行
為
が
市
場
に
お
け
る
競
争
に
与
え
る
悪
影
響
は
存
在
し
な
い
と
評
価
で
き
る
場
合
、
す
な
わ

ち
、
い
わ
ゆ
る
中
立
的
効
果
（neutral effect

）
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
当
該
企
業
結
合
と
競
争
法
上
の
懸
念
の
発
生
と
の
間
の
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因
果
関
係
に
つ
き
そ
の
不
存
在
が
認
定
さ
れ
、
同
企
業
結
合
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
か
か
る
例
外
的
な
正
当
化
を
常
に
認

め
て
し
ま
う
と
、
市
場
に
お
け
る
競
争
に
敗
れ
た
事
業
者
の
退
出
を
徒
に
阻
害
し
、
ひ
い
て
は
資
源
配
分
の
非
効
率
を
招
き
か
ね
ず
、
市

場
に
お
け
る
競
争
が
必
要
以
上
に
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
は
あ

く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
そ
の
過
度
な
例
外
の
拡
大
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
）
13
（
る
。

　

こ
の
点
、
わ
が
国
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
先
例
は
乏
し
く
、
議
論
も
不
足
し
て
い
）
14
（

る
。
他
方
、
Ｅ
Ｕ
競
争

法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
は
そ
の
豊
富
な
先
例
に
支
え
ら
れ
た
運
用
の
実
績
が
あ
）
15
（
る
。
さ
ら
に
、
同
運
用
に
係
る
二
〇
〇
四
年
水
平
型

企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
）
16
（

ン
（
以
下
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
に
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
直

接
明
示
し
た
部
分
が
あ
り
、
同
脚
注
部
分
に
は
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
を
考
え
る
に
際
し
て
参
考
と
す
べ
き
事
例
等
も
掲
載
さ
れ
、
非
常

に
示
唆
に
富
）
17
（

む
。
今
日
、
同
脚
注
部
分
に
明
示
さ
れ
た
先
例
に
関
す
る
研
）
18
（

究
や
、
近
時
問
題
と
さ
れ
、
本
稿
で
も
再
考
を
施
そ
う
と
考
え

て
い
る
事
例
に
対
す
る
研
究
が
断
片
的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
考
え
る
上
で
有
益

と
思
料
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
、
新
規
の
事
例
と
目
さ
れ
る
二
件
の
事
例

を
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
再
考
し
、
規
制
の
現
状
に
ま
つ
わ
る
課
題
と
そ
の
課
題
に
対
す
る
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。
か
か
る
考
察

を
通
じ
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
ま
つ
わ
る
今
後
の
議
論
や
運
用
を
支
え
る
研
究
成
果
を
提
示
し
、
微
力
な
が
ら
も
貢
献
を

果
た
し
た
い
。

二　

規
制
の
現
状
に
対
す
る
考
察

　

去
る
二
〇
一
三
年
前
後
に
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
関
し
て
動
き
が
あ
り
、
競
争
法
上
議
論
を
呼
ん
だ
。
本
稿

で
は
、
主
に
二
件
の
事
例
を
再
考
し
、
既
知
の
部
分
の
詳
述
は
先
行
研
究
に
委
ね
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
と
現
状
に
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対
す
る
分
析
を
施
し
、
二
〇
一
九
年
現
在
、
同
抗
弁
に
い
か
な
る
競
争
法
上
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
等
を
確
認
す
る
た
め
の
基
礎
と

し
た
い
。
そ
の
分
析
を
前
に
、
議
論
の
便
宜
の
た
め
、
本
稿
が
取
り
扱
う
法
規
制
に
つ
き
概
観
し
て
お
き
た
）
19
（

い
。

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
企
業
結
）
20
（
合
規
制
は
、
二
〇
〇
四
年
理
事
会
規
則
第
一
三
九
）
21
（
号
を
規
制
根
拠
と
し
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ

ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
に
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
。
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
に
は
そ
の
抗
弁
適
用
の
た
め

に
充
足
さ
れ
る
べ
き
基
本
要
件
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
に
は
そ
の
基
本
要
件
の
充
足
を
確
認
す
る
た
め
に
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準
が

定
め
ら
れ
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
一
に
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
立
証
責
任
は
す
べ
て
同
抗
弁
の
主
張
を
希
望
す
る
事
業
者
ら
の
側
に
課
さ
れ
る

も
の
と
明
記
さ
れ
て
い
）
22
（

る
。
基
本
要
件
で
あ
る
前
記
中
立
的
効
果
の
存
在
お
よ
び
因
果
関
係
の
不
存
在
を
確
認
す
べ
く
、
特
に
関
連
す
る

三
つ
の
基
準
は
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
少
な
く
と
も
一
事
業
者
が
「
他
の
事
業
者
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
な
い
限

り
、
経
営
状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
市
場
か
ら
の
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
）
23
（

る
」
よ
う
な
破
綻
状
態
に
あ
る
こ
と
、
②
よ
り
競

争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
が
十
分
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
③
資
産
の
不
可
避
的
な
流
）
24
（
出
が
発

生
す
る
こ
と
の
三
点
を
審
査
す
る
た
め
に
存
在
す
る
。
な
お
、
規
制
当
局
た
る
欧
州
委
員
会
が
企
業
結
合
に
競
争
法
上
の
懸
念
を
認
め
る

場
合
と
は
、
二
〇
〇
四
年
理
事
会
規
則
第
一
三
九
号
第
二
条
三
項
に
該
当
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
、
特
に
市
場
支
配
的
地
位
の
形
成
・
強

化
の
結
果
と
し
て
、
効
果
的
な
競
）
25
（

争
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

㈠　

特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準
に
つ
い
て
詳
細
に
審
査
が
な
さ
れ
た
事
例

　

二
〇
一
三
年AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II

事
件

）
27
）（
26
（

決
定
で
は
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
し
て
特
に
関
連
す
る
と
目
さ
れ
て
い
る
三

つ
の
基
準
に
つ
い
て
詳
細
に
審
査
が
な
さ
れ
、
同
基
準
す
べ
て
の
充
足
が
確
認
さ
れ
）
28
（
た
。
欧
州
委
員
会
は
計
画
さ
れ
て
い
た
本
件
企
業
結

合
に
関
し
て
、
関
連
市
場
を
Ｐ
Ｓ
Ｏ
（public service obligat

）
29
（ion

、
以
下
、
Ｐ
Ｓ
Ｏ
）
が
関
連
す
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
で
峻
別
し
、

航
空
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
顧
客
に
つ
い
て
も
時
刻
を
気
に
す
る
か
否
か
に
着
目
し
て
両
客
層
を
峻
別
し
）
30
（
た
。
そ
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ｏ
が
関
連
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す
る
市
場
に
つ
い
て
は
競
争
法
上
の
懸
念
が
存
在
し
な
い
と
結
論
づ
）
31
（
け
、
Ｐ
Ｓ
Ｏ
が
関
連
し
な
い
市
場
に
つ
い
て
、
前
記
同
様
、
時
刻
を

気
に
す
る
客
層
と
そ
う
で
な
い
客
層
の
峻
別
に
も
配
慮
し
な
が
ら
競
争
評
価
を
行
い
、
当
該
企
業
結
合
に
つ
き
競
争
法
上
の
懸
念
が
存
在

す
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
開
始
し
た
。
同
評
価
の
結
果
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
内
に
お
け
る
Ｐ
Ｓ
Ｏ
が
関
係
し
な
い
国
内
線
市
場

に
つ
い
て
、
五
つ
の
路
線
に
つ
い
て
は
エ
ー
ゲ
航
空
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
間
に
当
初
存
在
し
て
い
た
競
争
が
消
滅
す
る
の
み
な
ら
ず

著
し
く
高
い
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
結
合
体
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
特
に
市
場
支
配
的
地
位
の
形
成
・
強
化
の
結
果
と
し
て
効

果
的
な
競
争
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
、
ま
た
、
六
つ
の
路
線
に
つ
い
て
は
、
潜
在
的
な
新
規
参
入
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
特

に
市
場
支
配
的
地
位
の
形
成
・
強
化
の
結
果
と
し
て
効
果
的
な
競
争
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
本
件
企
業
結

合
に
つ
き
合
計
一
一
の
路
線
に
関
す
る
競
争
法
上
の
懸
念
が
示
さ
れ
）
32
（
た
。
な
お
、
本
件
決
定
文
中
、
最
終
的
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
破

綻
状
態
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
本
件
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
競
争
阻
害
効
果
を
上
回
る
競
争

促
進
効
果
と
し
て
の
効
率
性
の
考
慮
や
競
争
法
上
の
懸
念
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
の
確
約
措
置
に
つ
き
詳
細
な
調
査
が
不
要
と
さ
れ
て
い

る
点
は
注
目
に
値
す
）
33
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
件
企
業
結
合
が
競
争
法
上
の
懸
念
を
有
す
る
と
確
認
し
た
後
に
、
欧
州
委
員
会
は
こ
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
企
業
結
合

も
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
比
べ
て
も
同
程
度
市
場
に
お
け
る
競
争
が
減
少
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
企

業
結
合
は
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
得
る
と
す
る
理
解
に
つ
い
て
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
を
参
照
し
な
が
ら
説
示
し
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
現
在
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
い
う
破
綻
会
社
（failing firm

）
と
評
価
で
き
る
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
が
必
要
と
し
）
34
（

た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
①
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
経
済
の
状
況
、

②
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
お
よ
び
そ
の
親
会
社
で
あ
るM

arfin

社
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
財
務
状
況
、
そ
し
て
、
③
本
件
計
画
を
希
望
す

る
当
事
者
ら
が
主
張
し
た
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
の
特
別
な
基
準
（specific criteria

）
に
関
す
る
審
査
を
順
に
行
う
こ
と
と
し
）
35
（

た
。

①
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
経
済
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
国
が
慢
性
的
な
経
済
危
機
に
複
数
年
間
見
舞
わ
れ
て
い
た
こ
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と
、
お
よ
び
、
そ
の
危
機
が
需
要
の
減
少
等
を
招
い
て
事
業
者
の
経
済
活
動
に
も
打
撃
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
）
36
（
た
。

そ
し
て
、
②
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
お
よ
び
そ
の
親
会
社
で
あ
るM

arfin

社
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
財
務
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
後

に
行
わ
れ
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
の
た
め
に
問
題
と
な
る
特
に
関
連
す
る
基
準
の
審
査
の
た
め
に
関
連
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
事

前
に
あ
る
程
度
の
審
査
が
な
さ
れ
て
い
）
37
（
る
。

　

欧
州
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
事
情
を
予
め
確
認
し
た
う
え
で
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
可
否
に
つ
き
具
体
的
な
検
討
を
開
始
す
る
に
先

立
ち
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
先
例
に
基
づ
い
て
、
問
題
の
あ
る
企
業
結
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ

フ
八
九
所
定
の
基
本
要
件
で
あ
る
因
果
関
係
の
不
存
在
が
確
認
さ
れ
れ
ば
そ
れ
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
得
る
と
す
る
理
解
を
示
し
、
こ

の
よ
う
な
正
当
化
が
な
さ
れ
る
場
合
の
「
基
本
的
な
要
件
は
、
当
該
企
業
結
合
後
の
競
争
構
造
の
悪
化
が
、
当
該
企
業
結
合
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
企
業
結
合
が
な
く
て
も
、
市
場
の
競
争
構
造
が
、
少
な
く
と
も
同
程
度
に
悪

化
す
る
場
合
で
あ
）
38
（
る
」
と
い
う
こ
と
を
同
じ
く
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
等
を
参
照
し
な
が
ら
示
し
）
39
（
た
。

　

か
か
る
基
本
的
な
理
解
を
確
認
し
た
う
え
で
、
欧
州
委
員
会
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
特
に
関
連
す
る
三
つ
の

基
準
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
前
記
三
基
準
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
業
者
を

破
綻
会
社
（failing firm

）
と
評
価
で
き
る
と
し
）
40
（

た
。
な
お
、
第
三
基
準
を
記
し
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
に
付

さ
れ
た
脚
注
一
一
一
の
本
文
部
分
が
、
本
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
八
三
脚
注
五
九
九
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
脚
注
一
一
一
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
与
え
る
影
響
の
存
在
を
示
唆
し
、
注
目
に
値
す
）
41
（

る
。

　

ま
ず
、
第
一
基
準
の
充
足
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
欧
州
委
員
会
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
破
綻
会
社
（failing 

firm

）
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
親
会
社M

arfin

社
に
属
す
る
破
綻
部
門
（failing division

）
で
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
り
得
る
と
い
う

論
点
を
指
摘
し
）
42
（

た
。
た
だ
、
欧
州
委
員
会
は
過
去
の
先
例
に
お
い
て
、
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
（failing business

）
に
つ
い
て
そ
の
よ
う

な
峻
別
が
特
段
重
要
な
意
義
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
本
件
に
お
い
て
も
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
破
綻
会
社
（failing 
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firm

）
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
親
会
社M

arfin

社
に
属
す
る
破
綻
部
門
（failing division

）
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
単

な
る
法
律
上
の
存
在
形
式
（legal status

）
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
破
綻
部
門
と
い
う
競
争
法
上
の
法
概
念
の
存
立
を
支

え
て
い
る
「
趣
）
43
（
旨
」（the rationale behind the concept of failing division

）
に
照
ら
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
し
）
44
（
た
。
欧
州
委
員
会
に
よ

る
同
論
点
に
関
す
る
解
釈
の
説
示
は
続
き
、
①
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
はM
arfin

社
に
よ
る
支
援
が
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
破
綻
部
門
と
し

て
認
定
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
こ
）
45
（

と
、
②
他
方
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
審
査
を
支
え
て
い
る
「
趣
）
46
（

旨
」
に
照
ら
し
て
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
がM

arfin

社
全
体
の
財
務
状
況
を
脅
か
す
よ
う
な
こ
と
が
必
ず
し
も
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
）
47
（
と
、
③
し
か

し
な
が
ら
、M

arfin
社
に
よ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
支
援
に
係
る
能
力
お
よ
び
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
斟
酌
す
べ
き
こ
）
48
（

と
、
④

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
「
経
営
状
況
は
…
（
筆
者
中
略
）
…
真
の
経
営
コ
ス
ト
を
反
映
す
る
費
用
分
配
ル
ー
ル
の
下
で
分
析
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
）
49
（

と
」
）
50
（

、
⑤
本
件
で
は
以
後
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
用
語
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
用
い
る
が
、
破
綻
会
社
（failing firm

）
と

い
う
用
語
を
用
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
直
ち
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
がM

arfin

社
の
下
に
あ
る
破
綻
部
門
（failing division

）
で
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
）
51
（

と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
先
述
の
通
り
、M

arfin

社
に
よ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
救
済

的
支
援
に
係
る
業
績
拡
大
の
た
め
の
戦
略
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
な
ら
び
に
、
財
務
戦
略
上
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
分
析
が
な

さ
れ
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
）
52
（

れ
、
エ
ー
ゲ
航
空
に
よ
る
本
件
企
業
結
合
が
存
在
し
な

け
れ
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
は
破
綻
状
態
に
陥
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
、
第
一
基
準
を
充
足
す
る
も
の
と
認
定
さ
れ
）
53
（
た
。

　

次
に
、
第
二
基
準
に
つ
い
て
は
、
①
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
等
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
有
望
な
買
い
手
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ギ
リ

シ
ャ
政
府
が
す
で
に
過
去
複
数
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
売
却
を
試
み
た
も
の
の
失
敗
し
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
当
時
の
経
済
危
機

に
端
を
発
す
る
市
場
の
状
況
の
悪
化
も
相
ま
っ
て
考
え
難
い
と
い
う
こ
と
、
②
当
時
か
ら
数
え
て
過
去
二
年
間
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
を
取

得
し
よ
う
と
興
味
を
示
し
た
者
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
、
当
時
の
経
済
危
機
の
よ
う
な
状
況
が
存
在
し
な
か
っ
た
二
〇
〇

八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
も
同
様
の
状
態
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
等
がM

arfin
社
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
、
③M

arfin

社
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の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が

同
社
の
保
有
し
て
い
た
膨
大
な
内
部
文
書
か
ら
も
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
二
〇
一
三
年
八
月
九
日
付
で
欧
州
委
員
会
が
独
自
に
救
済
を

打
診
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
に
お
け
）
54
（
る
二
四
の
航
空
会
社
の
う
ち
二
〇
社
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
買
収
に
つ
い
て
興
味
を
示
さ

な
か
っ
た
こ
と
、
④
買
収
に
潜
在
的
な
興
味
を
示
し
て
い
た
事
業
者
で
あ
る
米
国
のChrysler Aviation

社
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空

の
た
め
の
具
体
的
な
業
務
計
画
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
お
ら
ず
、
欧
州
委
員
会
か
ら
の
度
重
な
る
要
求
に
応
じ
ず
直
近
の
年
間
売
上
高
に
関

す
る
資
料
を
提
出
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
得
ら
れ
る
資
料
か
ら
推
測
し
て
も
年
間
売
上
高
が
二
〇
一
二
年
度
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
そ

れ
と
比
べ
て
約
六
六
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
⑤Chrysler Aviation

社
は
二
〇
〇
八
年
に
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
民
営
化

に
関
す
る
入
札
に
際
し
て
十
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
）
55
（
た
。
し
か
し
、
前
記
③
の
部
分
に
つ
き
、
批
判
の
余
地
が

あ
ろ
う
。
二
〇
一
三
年
八
月
九
日
付
で
欧
州
委
員
会
が
救
済
を
打
診
し
た
は
ず
の
残
り
四
社
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
基
準
の
充
足

の
検
討
に
際
し
て
、
本
決
定
文
中
、
何
ら
言
及
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
厳
格
な
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
に
も
残
る
四
社

に
つ
き
い
か
な
る
判
断
が
な
さ
れ
た
の
か
、
規
制
当
局
は
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
よ
っ
て
、
問
題
の
あ
る
企
業
結
合
を

例
外
的
に
正
当
化
す
る
際
に
要
求
さ
れ
る
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
に
選
び
得
る
手
段
と
し
て
本
件
企
業
結
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

た
だ
、
結
論
と
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
本
件
決
定
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
二
〇
一
一
年
の
禁
止
決
定
に
お
け
る
第
二
基
準
不
充
足
に

係
る
事
実
認
定
お
よ
び
法
的
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
第
二
基
準
を
充
足
す
る
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

①
ギ
リ
シ
ャ
政
府
が
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
間
に
四
度
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
売
却
に
失
敗
し
、
興
味
を
示
す
事
業
者
も

M
arfin

社
お
よ
び
エ
ー
ゲ
航
空
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
今
後
の
市
況
も
同
売
却
を
有
利
な
も
の
と
す
る
と
は
現
状
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、

②M
arfin

社
は
本
件
に
先
立
つ
二
〇
一
一
年
の
禁
止
決
定
を
受
け
て
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な

買
い
手
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
③
市
場
の
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
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航
空
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
他
の
選
び
得
る
有
望
な
買
い
手
が
存
在
す
る
可
能
性
が
明
ら
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
三
点
を
理
由
に
、

よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
エ
ー
ゲ
航
空
を
除
い
て
将
来
有
望
な
買

い
手
が
現
れ
る
見
込
み
は
な
い
と
し
て
、
第
二
基
準
を
充
足
す
る
も
の
と
認
定
さ
れ
）
56
（
た
。

　

そ
し
て
、
第
三
基
準
に
つ
い
て
、
欧
州
委
員
会
は
本
件
で
問
題
と
な
る
主
な
資
産
が
、
①
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
」
と
い
う
商
標
、
②

非
Ｅ
Ｕ
域
内
加
盟
国
と
の
間
で
結
ば
れ
た
契
約
に
基
づ
く
乗
入
れ
権
、
③
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
し
て
い
る
航
空
機
の
三
点
で
あ

る
と
し
た
上
で
、
各
資
産
が
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出
す
る
こ
と
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
具
体
的
に
開
始
し
、
本
件
決
定
に
先

立
っ
て
行
わ
れ
た
二
〇
一
一
年
の
禁
止
決
定
に
お
け
る
第
三
基
準
不
充
足
に
係
る
事
実
認
定
お
よ
び
法
的
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
」
と
い
う
商
標
、
お
よ
び
、
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
し
て
い
た
Ｑ
４
０
０
と
い
う
航
空
機
の
関
連
市
場
か

ら
の
流
出
、
そ
し
て
、
当
該
流
出
に
伴
い
競
争
法
上
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
路
線
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
資
産
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
そ

れ
自
体
さ
え
考
え
ら
れ
な
く
な
る
点
に
つ
き
特
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
資
産
が
関
連
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出

す
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
付
け
）
57
（

た
。
な
お
、
第
三
基
準
の
充
足
に
関
す
る
一
連
の
検
討
を
終
え
た
後
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
本
件
企
業
結

合
が
市
場
に
独
占
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
破
綻
会
社
の
保
有
し
て
い
た
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
が
特
に
危
ぶ
ま
れ
る
事
案
で

あ
る
旨
を
指
摘
し
、
競
争
法
上
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
関
連
市
場
に
お
い
て
（
準
）
複
占
を
構
成
し
て
い
た
エ
ー
ゲ
航
空
と
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
航
空
と
い
う
事
業
者
ら
の
本
件
企
業
結
合
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
有
し
て
い
た
市
場
シ
ェ
ア
そ
の
全
て
を
エ
ー
ゲ
航
空
が
吸

収
）
58
（

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
即
時
か
つ
予
見
可
能
な
範
囲
で
第
三
者
に
よ
る
新
規
参
入
も
見
込
め
な
い
本
件
事
情
下
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ

る
と
し
）
59
（

た
。
同
記
載
部
分
に
付
さ
れ
た
脚
注
七
二
四
に
示
さ
れ
た
先
例
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
に
付
さ
れ
た
脚

注
一
一
一
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
前
記
の
通
り
、
本
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
八
三
脚
注
五
九
九
に
お
い
て
も
脚
注
一
一
一
の
内
容

が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
も
考
慮
す
る
と
、
脚
注
一
一
一
が
実
質
的
に
そ
の
機
能
を
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運

用
に
際
し
て
果
た
し
て
い
る
局
面
と
も
評
価
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
三
〇
か
ら
開
始
さ
れ
た
第
三
基
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準
充
足
確
認
後
の
考
慮
（Additional considerations

）
は
、
同
抗
弁
と
脚
注
一
一
一
の
間
に
あ
る
関
係
性
を
知
る
う
え
で
示
唆
に
富
む
。

複
占
市
場
に
お
い
て
複
占
を
構
成
し
て
い
る
当
事
者
の
企
業
結
合
が
な
さ
れ
る
際
に
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
る
場
合
、
新
規
参
入

等
の
十
分
な
競
争
圧
力
が
な
け
れ
ば
、
破
綻
会
社
の
保
有
し
て
い
た
資
産
が
市
場
か
ら
流
出
す
る
危
険
が
増
加
す
る
と
い
う
一
般
的
な
理

解
を
規
制
当
局
側
が
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
旨
を
前
記
脚
注
一
一
一
の
記
載
お
よ
び
実
際
の
運
用
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で

あ
）
60
（

る
。

　

こ
う
し
て
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準
を
充
足
す
る
と
さ
れ
た
本
件
企
業
結
合
で
は
あ

る
が
、
欧
州
委
員
会
は
直
ち
に
そ
の
例
外
的
な
正
当
化
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
か
つ
例
外
的
な
本
件
の
事
情

下
に
お
い
て
は
、
①
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
が
陥
っ
て
い
た
慢
性
的
な
経
済
危
機
、
②
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
内
の
国
内
線
利
用
者
数
の
実

質
的
な
減
少
、
③
近
い
将
来
に
は
挽
回
す
る
こ
と
が
困
難
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
継
続
し
た
不
採
算
状
態
、
④
親
会
社
の
芳
し
く
な
い

財
務
状
況
お
よ
び
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
支
援
し
よ
う
と
す
る
能
力
な
ら
び
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
限
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
四
点
に
鑑
み
て
、
欧
州
委
員
会
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
い
う
破
綻
会
社
（failing firm

）

と
し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
）
61
（
る
。

　

そ
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
競
争
評
価
の
結
果
を
前
提
に
、
よ
り
良
い
市
場
の
構
造
を
模
索
す
る
目
的
で
本
件
企
業
結
合
が
遂
行
さ
れ

た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
比
較
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
市
場
に
も
た
ら
す
効
果
お
よ
び
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
。
そ
の

際
に
も
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
し
て
問
題
と
な
る
因
果
関
係
と
中
立
的
効
果
の
有
無
に
係
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
文
言
が
参

照
さ
れ
て
い
）
62
（

る
。
諸
事
情
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
本
件
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
比
べ
て
も
そ
の
効

果
は
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
可
否
に
つ
い
て
の
審
査
内
容
等
や
新
規
参
入
者
と
目
さ
れ
るRyanair

社
も
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
で
は
な
く
む
し
ろ
ア
テ
ネ
国
際
空
港
（
Ａ
Ｉ
Ａ
）
が
求
め
る
高
額
の
利
用
料
を
主
な
参
入
障
壁
と
考
え
て
い
る
等
と
い

う
事
情
を
斟
酌
し
た
結
果
、
本
件
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
市
場
の
競
争
的
な
構
造
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
は
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存
在
し
な
い
も
の
と
結
論
付
け
ら
れ
）
63
（
た
。

　

最
終
的
に
、
本
件
企
業
結
合
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
資
産
す
な
わ
ち
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
従
来
経
済
活
動
に

供
し
て
い
た
資
産
等
が
関
連
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出
す
る
一
方
で
、
本
件
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
欧
州
委
員
会

が
合
理
的
に
予
見
可
能
な
範
囲
で
認
定
し
た
当
該
行
為
の
効
果
で
あ
る
競
争
法
上
の
懸
念
が
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

関
連
市
場
の
競
争
的
構
造
は
同
等
と
言
え
る
た
め
、
本
件
企
業
結
合
は
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
効
果
的
な
競
争
を
実
質
的
に
阻
害
す
る
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
）
64
（
た
。

　

こ
の
決
定
は
、
約
二
年
前
に
類
似
し
た
計
画
が
同
一
当
事
者
に
よ
り
欧
州
委
員
会
へ
届
出
が
な
さ
れ
た
際
に
行
わ
れ
た
規
制
と
比
べ
て

全
く
異
な
る
結
論
の
決
定
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年O
lym
pic/ Aegean Airlines

事
件
決
）
65
（
定
で
は
、
類
似
し
た
計
画
に
つ
き
競
争
法
上

の
懸
念
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
本
件
企
業
結
合
に
対
す
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
可
否
に
つ
き
具
体
的
な
検

討
が
開
始
さ
れ
）
66
（
た
。
同
検
討
の
開
始
に
際
し
て
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
所
定
の
明
文
を
引
用
し
、
同
抗
弁
適
用
の
た

め
の
基
本
的
な
原
則
を
確
認
し
た
後
、
こ
れ
か
ら
開
始
さ
れ
る
審
査
の
前
提
と
し
て
本
件
計
画
を
希
望
す
る
当
事
者
の
う
ち
一
事
業
者
が

破
綻
会
社
（failing firm

）
で
あ
る
旨
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
）
67
（
た
。
そ
の
う
え
で
、
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準

の
充
足
を
確
認
す
る
に
先
立
ち
、
当
事
者
の
一
事
業
者
が
真
に
破
綻
に
瀕
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
詳
細
な
調
査
が
展
開
さ

れ
）
68
（
た
。

　

ま
ず
、
欧
州
委
員
会
は
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
す
る
基
本
的
な
原
則
に
対
す
る
理
解
を
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八

九
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
章
を
用
い
て
確
認
し
て
い
）
69
（

る
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
当
事
者
ら
が
計
画
す
る
企
業
結
合
に
つ
き
破
綻
会
社
の
抗

弁
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
反
対
す
る
当
時
の
競
合
他
社Athens Airw

ays

社
の
意
見
も
参
照
し
つ
つ
、
本
件
で
は
破
綻
会
社

の
抗
弁
の
適
用
に
必
要
な
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
中
立
的
効
果
の
存
在
お
よ
び
因
果
関
係
の
不
存
在
を
認
め
る
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
な

い
疑
い
が
あ
る
旨
を
先
に
明
言
し
な
が
）
70
（
ら
も
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
）
71
（
準
に
つ
い
て
順
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次
検
討
を
開
始
す
る
。
そ
の
際
、
同
検
討
に
先
立
っ
て
、
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
間
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
と
さ
れ
）
72
（
た
。
こ
の
論
点

に
つ
い
て
は
前
記
の
通
り
、
今
後
の
運
用
の
課
題
と
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
、
後
に
詳
述
す
る
。

　

第
一
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
件
計
画
を
希
望
す
る
当
事
者
ら
の
意
見
を
参
照
し
な
が
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
破
綻
状
態
に
瀕
し
て
い

る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
同
検
討
に
際
し
て
は
、
主
に
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
が
島
嶼
部
を
有
す
る
特
殊
な
状
況
に
置
か
れ

た
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、M

arfin

社
か
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
に
対
し
て
支
援
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
、
現

在
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
出
し
て
い
る
損
失
に
つ
い
て
は
事
業
の
初
期
段
階
に
お
い
て
み
ら
れ
る
損
失
に
す
ぎ
ず
今
後
挽
回
が
可
能
と
目

さ
れ
る
こ
と
、
エ
ー
ゲ
航
空
が
ス
タ
ー
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
に
加
盟
す
る
一
方
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
ス
カ
イ
チ
ー
ム
に
加
盟
す
る
こ
と
で

競
争
が
促
進
さ
れ
得
る
と
す
る
競
合
他
社
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
考
慮
さ
れ
）
73
（
た
。
そ
の
結
果
、
本
件
計
画
を
希
望
す
る
事

業
者
ら
が
十
分
な
証
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
破
綻
状
態
に
瀕
し
て
い
な
い

こ
と
を
認
め
た
の
で
、
第
一
基
準
の
充
足
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
）
74
（
た
。

　

第
二
基
準
に
つ
い
て
は
、
有
望
な
買
い
手
の
調
査
に
た
だ
失
敗
し
た
の
み
で
は
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て

の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
と
は
認
め
ら
れ
な
い
点
に
留
意
し
つ
）
75
（
つ
、
先
例
に
も
触
れ
な
が
ら
、
他
に
全
く
代
替
手
段
が
存
在
し
な
い
場
合

に
同
基
準
が
満
た
さ
れ
る
と
し
）
76
（

た
。
本
件
決
定
文
か
ら
は
そ
の
詳
細
ま
で
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
欧
州
委
員
会
は
、M

arfin

社
に
対
し
て
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
に
つ
き
、
十
分
な
努
力
お
よ
び
証
明
を
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
二
基
準
は
不
充
足
と
し
た
よ
う
で
あ
）
77
（

る
。

　

第
三
基
準
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
」
の
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ド
価
値
お
よ
び
商
標
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
保
有
す

る
発
着
枠
お
よ
び
そ
れ
に
係
る
権
利
、
そ
し
て
、
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
い
て
利
用
し
て
い
た
航
空
機
が
特
に
重
要
な
関
連
す
る
資
産
と
さ

れ
）
78
（

、
こ
れ
ら
各
資
産
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
市
場
か
ら
の
退
出
の
後
に
関
連
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出
す
る
こ
と
と
な
る
か
に
つ
い

て
審
査
が
行
わ
れ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
と
顧
客
に
よ
る
評
価
が
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
競
争
に
お
い
て
重
要
な
役
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割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
旅
行
代
理
店
等
か
ら
収
集
し
た
情
報
に
依
拠
し
て
認
）
79
（
定
し
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
」
と
い
う
商
標
が

ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
内
の
顧
客
に
と
っ
て
そ
の
歴
史
的
な
価
値
も
相
ま
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
顧
客
ら
に
と
っ
て
は
特
別

な
結
び
つ
き
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
も
斟
酌
し
て
い
）
80
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
市
場
か
ら
退
出
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
」
と
い
う
商
標
は
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
の
も
の
と
な
り
、
関
連
市
場
か
ら
流
出
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
）
81
（

た
。
ま
た
、
発
着
枠
に
係
る
権
利
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
解
が
示
さ
れ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
市
場
か
ら

退
出
し
た
後
に
は
エ
ー
ゲ
航
空
以
外
の
競
合
他
社
も
そ
れ
を
取
得
し
得
る
と
さ
れ
）
82
（
た
。
最
後
に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
経
済
活
動
に
用

い
て
い
る
航
空
機
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
リ
ー
ス
契
約
で
借
り
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
市
場
か
ら
退
出
す
る

場
合
で
も
他
の
競
合
他
社
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
資
産
が
関
連
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ

れ
）
83
（

た
。
上
記
検
討
の
結
果
、
本
件
計
画
を
希
望
す
る
事
業
者
ら
が
十
分
な
証
拠
を
示
せ
な
か
っ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
本
件
企
業
結
合

が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
資
産
が
不
可
避
的
に
流
出
す
る
と
認
め
ず
、
第
三
基
準
の
充
足
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
）
84
（

た
。

　

結
論
と
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
同
抗
弁
適
用
の
た
め
に
充
足
さ
れ
る
べ
き
基
本
要
件
、
な
ら
び
に
、
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準
の

う
ち
一
つ
さ
え
も
充
足
を
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
競
争
法
上
の
懸
念
を
も
た
ら
す
本
件
企
業
結
合
に
つ
き
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
）
85
（
た
。
以
て
、
準
独
占
が
認
め
ら
れ
る
路
線
に
つ
い
て
は
市
場
支
配
的
地
位
の
形
成
の
結
果
に
効
果
的
な
競
争
が
実

質
的
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
ま
た
、
フ
ェ
リ
ー
が
移
動
手
段
と
し
て
競
合
し
得
る
路
線
に
つ
い
て
は
市
場
支
配
的
地
位
の
形
成

こ
そ
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
従
来
競
争
し
て
い
た
エ
ー
ゲ
航
空
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
二
社
が
単
一
の
事
業
者
と
な
る
た
め
に
失
わ

れ
る
競
争
が
あ
る
た
め
効
果
的
な
競
争
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
、
他
の
競
争
法
上
の
懸
念
に
も
触
れ
つ
つ
、

本
件
企
業
結
合
は
禁
止
さ
れ
て
い
）
86
（

た
。
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㈡　

中
立
的
効
果
の
有
無
の
判
断
枠
組
と
し
て
機
能
し
た
事
例

　

ま
た
、
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
）
87
（

定
で
は
、
計
画
さ
れ
て
い
た
企
業
結
合
に
つ
き
、
予
め
欧
州
委
員
会
側
か
ら
そ
の
異
議
告
知
）
88
（

書

の
な
か
で
Ｅ
Ｅ
Ａ
に
お
け
る
特
定
の
商
品
に
係
る
競
争
法
上
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
）
89
（

た
。
し
か
し
、
欧
州
委
員
会
は
、
本
件
事
情
の
下
で

真
に
同
懸
念
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
評
価
す
る
た
め
の
判
断
枠
組
と
し
て
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
明
記
し
た
現
行
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
を
直
接
的
に
明
示
し
、
同
個
所
に
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
を
本
件
企
業
結
合
に
係
る
中
立
的
効
果
の
有
無
の

判
断
枠
組
と
し
て
活
用
し
た
。

　

ま
ず
、
欧
州
委
員
会
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
件
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
と
そ
う
で
な
い

場
合
と
で
同
程
度
市
場
に
お
け
る
競
争
が
減
少
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
同
行
為
に
対
す
る
禁
止
決
定
を
行
う
余
地
は
な
い
と
し
つ
つ
、
現

行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
に
基
づ
い
て
、
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
想
定
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
競
争

の
シ
ナ
リ
オ
を
合
理
的
に
予
見
可
能
な
範
囲
で
予
測
し
た
う
え
で
比
較
す
る
こ
と
と
し
て
い
）
90
（

る
。
欧
州
委
員
会
は
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前

提
と
し
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
お
よ
び
九
〇
に
触
れ
つ
つ
も
、

当
該
企
業
結
合
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
資
産
が
市
場
か
ら
流
出
す
る
こ
と
を
特
に
重
視
す
る
と
し
て
、
①
他
の
事
業
者
が
取
得
し
な
い
限

り
資
産
が
近
い
将
来
に
市
場
か
ら
不
可
避
的
に
流
出
し
、
②
計
画
さ
れ
て
い
る
企
業
結
合
の
他
に
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得

る
手
段
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
企
業
結
合
が
行
わ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
同
程
度
市
場
に
お
け
る
競
争
が
減

少
す
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
企
業
結
合
と
市
場
に
お
け
る
競
争
状
態
が
悪
化
す
る
と
い
う
結
果
の
間
の
因
果
関
係
を
否
定
す
る
と
い
う
規

範
を
示
し
）
91
（
た
。
そ
し
て
、
再
び
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
示
し
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
一
を
参
照
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
立
証
責
任
は
本
件
計
画
を
希
望
す
る
者
の
側
に
課
さ
れ
る
と
し
）
92
（

た
。

　

そ
の
後
、
①Shell

社
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
ハ
ー
ル
ブ
ル
ク
区
に
有
す
る
石
油
精
製
設
備
をN

ynas

社
に
よ
る
取
得
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が
見
込
ま
れ
な
い
限
り
手
放
す
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
②N

ynas

社
の
み
が
真
に
同
設
備
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
、
競
合
他
社
で
あ
っ
たErgon

社
に
よ
る
同
資
産
の
取
得
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
）
93
（

た
。
よ
っ
て
、
前
記
①
お

よ
び
②
の
充
足
が
認
定
さ
れ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
事
情
を
前
提
と
し
て
、
本
件
企
業
結
合
が
認
め
ら
れ
た
場
合
と
そ
う
で

な
い
場
合
と
で
予
測
さ
れ
る
市
場
に
お
け
る
競
争
の
具
体
的
な
状
況
に
対
す
る
さ
ら
に
詳
し
い
競
争
評
価
を
開
始
し
た
。
結
果
、
輸
入
圧

力
に
よ
る
競
争
の
促
進
を
期
待
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
本
件
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
の
方
が
生
産
設
備
は
よ
り
良
く
運
用
さ
れ
、
商
品
価

格
の
下
落
も
見
込
ま
れ
）
94
（
る
一
方
で
、
高
い
市
場
シ
ェ
ア
は
市
場
支
配
力
保
有
の
証
左
と
も
考
え
得
）
95
（
る
と
し
な
が
ら
、
本
件
企
業
結
合
に
つ

き
中
立
的
効
果
が
確
認
さ
れ
た
本
件
の
特
殊
な
事
情
（given the specific circum

stances of this c

）
96
（ase

）
に
鑑
み
れ
ば
、
競
争
法
上
の
懸
念

は
な
い
と
し
）
97
（
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
過
程
を
経
て
、
本
件
企
業
結
合
は
、
①
市
場
か
ら
の
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
を
阻
止
す
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
②
当
該
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
の
方
が
よ
り
競
争
的
な
市
場
の
構
造
を
期
待
で
き
る
旨
を
合
理
的
に
予
見
可
能
で
あ
る

と
し
）
98
（
て
、
当
初
は
競
争
法
上
の
懸
念
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
）
99
（
ず
、
効
果
的
な
競
争
を
実
質
的
に
阻
害
す
る
こ
と
と
は
な
ら

な
い
も
の
と
し
た
。三　

残
さ
れ
た
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
若
干
の
考
察

㈠　

破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
差
異
に
対
す
る
考
察

　

二
〇
一
三
年AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
に
際
し
て
は
、
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
区
別
は
競
争
法
上
特
別
問
題
と
は
な
ら

ず
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
会
社
で
あ
る
か
部
門
で
あ
る
か
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
で
そ
の
破
綻
状
態
を
認
定
し
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ

ラ
グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
第
一
基
準
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
経
営
困
難
に
陥
っ
た
事
業
者
が
破
綻
会
社
と
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破
綻
部
門
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
関
す
る
峻
別
お
よ
び
判
断
は
、
先
）
100
（
例
等
）
101
（

が
指
摘
す
る
通
り
、
同
基
準
に
関
す
る
緩
慢
な
解
釈
を
存

置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
得
る
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
関
す
る
明
記
は
な

い
）
102
（

が
、
一
般
的
に
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
比
べ
て
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
関
す
る
立
証
責
任
の
方
が
重
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
）
103
（
る
。

破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
を
狙
っ
て
赤
字
状
態
、
も
し
く
は
、
不
採
算
状
態
が
意
図
的
に
作
出
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
経
営
陣
の
単
な
る

戦
略
的
な
意
思
決
定
を
理
由
と
し
て
市
場
か
ら
退
出
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
場
合
に
易
々
と
第
一
基
準
の
充
足
を
認
め
る
べ
き
で
な

い
こ
と
は
当
然
と
し
）
104
（
て
、
破
綻
会
社
（firm

）
で
あ
る
か
破
綻
部
門
（division

）
で
あ
る
か
を
峻
別
す
る
た
め
の
判
断
基
準
が
曖
昧
な
ま

ま
存
置
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
法
的
安
定
性
と
予
測
可
能
性
を
失
っ
た
法
規
範
が
無
用
な
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
生
じ
得
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
、
二
〇
一
三
年AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
八
六
等
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
事
業

者
が
「
破
綻
（failing

）」
状
態
に
あ
る
か
否
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
同
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
破
綻
「
会
社
（firm

）」
で
あ
る

か
破
綻
「
部
門
（division

）」
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
先
例
等
が
支
え
て
き
た
両
者
の
間
に
あ
る
立

証
責
任
の
軽
重
を
め
ぐ
る
差
異
に
つ
い
て
規
制
当
局
か
ら
は
一
体
い
か
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
企
業
結
合

の
例
外
的
な
正
当
化
の
た
め
の
立
証
責
任
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
立
証
責
任
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
を
希
望
す
る
者

ら
の
側
に
課
さ
れ
る
旨
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
一
に
明
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
規
制
当
局
側
に
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の

間
に
あ
る
差
異
や
峻
別
の
た
め
の
判
断
基
準
を
設
定
す
る
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
二
〇
一
三
年

AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
の
詳
細
に
つ
い
て
今
一
度
検
討
し
て
み
る
と
、
株
主
や
債
権
者
お
よ
び
有
望
な
買
い
手
か
ら
の
救

済
に
関
す
る
申
し
出
、
な
ら
び
に
、
清
算
手
続
へ
の
移
行
も
し
く
は
再
生
支
援
手
）
105
（

続
へ
の
移
行
等
が
起
こ
り
得
る
可
能
性
に
加
え
、
破
綻

部
門
が
親
会
社
の
支
援
を
受
け
て
救
済
さ
れ
る
可
能
性
の
有
）
106
（
無
の
み
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
適
用
す
る
場
合
と
比
べ
た
立
証
責
任
の
軽
重

の
差
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
）
107
（

る
。
た
だ
し
、
単
に
そ
の
よ
う
な
事
実
の
発
見
の
み
を
以
て
こ
れ
ま
で
積
み
重

ね
ら
れ
た
議
論
と
先
例
が
導
き
出
し
た
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
破
綻
部
門
の
抗
弁
と
の
間
に
あ
る
立
証
責
任
の
軽
重
の
差
異
と
い
う
論
点
に
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答
え
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
証
責
任
の
差
異
に
つ
き
真
に
そ
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
先
例
等

を
前
提
と
し
た
よ
り
一
層
の
議
論
と
先
例
の
蓄
積
を
期
待
し
た
い
。

㈡　

退
出
資
産
の
抗
弁
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
の
間
に
あ
る
関
係
性
に
対
す
る
考
察

　

二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
件
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
問
題
と
な
る
法
的
枠
組
を
利
用
し
た
中

立
的
効
果
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
説
く
者
と
、
退
出
資
産
の
抗
弁
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
説
く
者
と
の
間
で
見
解
が
対
立
し

て
い
る
。
本
件
に
つ
きBretz et al.

（
二
〇
一
四
）
は
、
中
立
的
効
果
の
有
無
が
問
題
と
な
り
破
綻
部
門
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
た
事
）
108
（

例
と

評
価
し
て
い
）
109
（
る
。
対
し
てKoivuniem

i

（
二
〇
一
七
）
は
、
同
見
解
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
所
定
の
基
準
で
あ

る
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
関
す
る
審
査
の
基
準
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、
本
件
決
定
は
む
し
ろ
、
退
出
資
産
の
抗
弁
の

適
用
が
図
ら
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
）
110
（
る
。「
退
出
資
産
の
抗
弁
と
は
、
当
該
合
併
が
な
け
れ
ば
取
得
さ
れ
る
企
業
の
資
産
が

関
連
市
場
か
ら
速
や
か
に
消
散
し
て
し
ま
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
る
抗
）
111
（

弁
」
で
あ
り
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
補
完
す
る
機
能
を
有

す
る
抗
）
112
（

弁
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
）
113
（

る
。
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
で
は
、
欧
州
委
員
会
が
当
事
者
に
提
出
し
て
い
た
異
議
告
知

書
に
は
本
件
企
業
結
合
に
つ
い
て
競
争
法
上
の
懸
念
が
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
懸
念
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
異
議
告
知
書
の
書

面
上
で
競
争
法
上
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
企
業
結
）
114
（

合
に
つ
い
て
、
中
立
的
効
果
お
よ
び
特
殊
事
情
を
確
認
し
た
と
い
う
本
件
の
特
段
の

事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
結
合
体
が
将
来
有
す
る
高
い
市
場
シ
ェ
ア
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
旨
を
競
争
法
上
の
懸
念
の
有
無
を
評
価
す
る
過
程

で
指
摘
す
）
115
（

る
等
し
た
本
件
決
定
の
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
退
出
資
産
の
抗
弁
が
本
件
企
業
結
合
と
競
争
法
上
の
懸
念
と
の
間
に

あ
る
因
果
関
係
を
否
定
す
る
法
律
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
察
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
退
出
資
産
の
抗
弁
に
つ
き
現
行

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
独
立
し
た
記
載
は
な
い
が
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
部
分
の
一
部
に
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
関

す
る
言
及
が
存
在
す
る
と
い
う
法
的
枠
組
の
構
造
か
ら
し
て
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
退
出
資
産
の
抗
弁
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
可
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否
に
関
す
る
審
査
の
た
め
の
法
的
枠
組
を
借
り
な
が
ら
そ
の
適
用
可
否
に
つ
き
論
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
の

で
あ
る
。
す
る
と
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
が
中
立
的
効
果
の
存
在
と
因
果
関
係
の
不
存
在
を
基
本
要
件
と
し
て
、
二
〇
一

三
年N

ynas

事
件
決
定
に
て
示
さ
れ
た
基
準
が
特
に
関
連
す
る
基
準
と
し
て
そ
の
充
足
有
無
確
認
の
た
め
に
審
査
さ
れ
る
と
い
う
仮
説

も
、
今
後
の
議
論
と
先
例
の
展
開
次
第
で
は
、
全
く
誤
り
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
事
件
決
定
で
問
題
の
あ

る
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
た
め
の
考
慮
要
素
と
な
っ
た
の
は
、
①
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
、
②
よ
り
競
争
制
限
的
で
な

い
他
の
選
び
得
る
手
段
と
し
て
の
有
望
な
買
い
手
の
選
定
が
十
分
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
前
提
と
し
た
、
③
問

題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
市
場
に
お
け
る
競
争
に
与
え
る
悪
影
響
は
存
在
し
な
い
と
評
価
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
中
立
的
効
果
の
存
否
、
お

よ
び
、
④
資
産
の
流
出
等
に
相
当
す
る
例
外
性
を
基
礎
づ
け
る
特
段
の
事
情
、
の
四
点
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
事
件
決
定
の
正
式
名
称
（N
ynas/Shell/H

arburg Refinery

）
に
目
を
転
じ
る
と
、
当
事
者
で
あ
る
事
業
者
ら
に
加
え
、

資
産
・
設
備
の
名
称
が
同
列
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
資
産
・
設
備
を
当
事
者
と
同
定
す
る
こ
と
が
競
争
法
上
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い

る
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
産
・
設
備
が
当
事
者
と
同
等
に
重
要
で
あ
り
、
競
争
法
上
問
題
と
な
る
と
い
う
解
釈
も
不
可
能
と
は

言
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
）
116
（
か
。
こ
れ
は
、
今
後
、
退
出
資
産
の
抗
弁
を
議
論
す
る
場
合
に
事
件
の
選
別
を
行
う
に
際
し
て
、
何
ら

か
の
目
安
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

四　

結　

語

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
課
題
を
考
察
す
る
目
的
で
、
二
〇
一
九
年
現
在
最
も
直
近
の
関
連
す
る

先
例
と
目
さ
れ
る
二
件
の
事
例
を
主
に
対
象
と
し
、
筆
者
訳
を
添
え
な
が
ら
事
例
研
究
お
よ
び
諸
氏
の
見
解
に
依
拠
し
た
分
析
を
行
っ
た

結
果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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ま
ず
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
認
定
し
て
か
ら
そ
の
適
用
可
否
が
検
討
さ
れ
る
と
い
う
先
例
か

ら
継
受
さ
れ
た
一
般
的
な
理
解
が
、
二
〇
一
三
年
時
点
に
お
い
て
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
旨
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
二
〇
一
三
年

AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
で
は
、
市
場
画
定
と
競
争
評
価
の
結
果
に
明
ら
か
と
な
っ
た
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
確
認
し

た
う
え
で
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
に
定
め
ら
れ
た
基
本
要
件
、
な
ら
び
に
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
に
定
め
ら
れ
た
特
に

関
連
す
る
三
つ
の
基
準
の
充
足
の
有
無
に
つ
い
て
順
に
審
査
を
行
い
、
同
基
準
ら
を
す
べ
て
充
足
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
以
て
、
基
本
要

件
の
充
足
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
過
程
を
経
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
破
綻
会
社

あ
る
い
は
破
綻
部
門
の
抗
弁
の
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
を
認
め
て
い
た
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年O

lym
pic/ Aegean Airlines

事
件
決
定
で
は
、
や
は
り
市
場
画
定
と
競
争
評
価
の
結
果
に
明
ら
か
と
な
っ
た
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
確
認
し
た
う
え
で
、
現
行
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
に
定
め
ら
れ
た
基
本
要
件
、
な
ら
び
に
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
に
定
め
ら
れ
た
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基

準
の
充
足
の
有
無
に
つ
い
て
順
に
審
査
が
行
わ
れ
た
。
破
綻
会
社
あ
る
い
は
破
綻
部
門
の
抗
弁
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
で
は

あ
る
も
の
の
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
に
示
さ
れ
た
一
般
的
な
理
解
が
実
際
の
運
用
に
お
い
て
も
非
常
に
重

要
で
あ
る
と
同
決
定
は
示
唆
し
て
い
た
。
他
方
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
定
め
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九

な
い
し
九
一
に
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
を
、
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
効

果
の
間
に
い
か
な
る
違
い
が
存
在
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
判
断
枠
組
と
し
て
用
い
た
事
例
も
確
認
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
で
は
、
市
場
画
定
と
競
争
評
価
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
欧
州
委
員
会
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
の
明
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
が
市
場
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
効
果
を
分
析
す

る
た
め
の
判
断
基
準
を
導
き
出
し
た
。
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
資
産
に
関
す
る
判
断
基
準
が
導
き
出
さ
れ
た
結
果
、
当
該
企
業
結
合
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
効
果
に
つ
い
て
の
分
析
（counterfactual analy
）
117
（sis

）
が
行
わ
れ
、
本
件
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
の

方
が
よ
り
良
い
市
場
の
構
造
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
、
当
該
企
業
結
合
を
競
争
法
上
問
題
な
し
と
決
定
す
る
こ
と
と
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な
っ
た
。
た
だ
、
本
件
決
定
文
の
構
造
や
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
退
出
資
産
の
抗
弁
が
適
用
も
し
く
は
考
慮
さ
れ
た

事
例
と
読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
得
る
。
そ
の
旨
は
別
途
後
述
す
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
三
年AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
に
お
い
て
は
、
破
綻
会
社
（firm

）
と
破
綻
部
門
（division

）
の
別
異
を

特
段
問
題
と
せ
ず
、
単
に
事
業
者
が
破
綻
状
態
（failing

）
に
瀕
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
す
る
こ
と
を
以
て
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ

グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
第
一
基
準
充
足
を
認
定
し
た
。
同
様
の
理
解
は
、
同
決
定
に
先
立
っ
て
下
さ
れ
た
二
〇
一
一
年O

lym
pic/ Aegean 

Airlines

事
件
決
定
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
今
後
、
破
綻
会
社
と
破
綻
部
門
の
別
異
は
関
連
法
規
の
趣
旨
・
目
的
と
整
合

す
る
範
囲
で
不
問
と
な
り
、
概
ね
問
題
と
な
っ
て
い
る
主
体
が
破
綻
事
業
（failing business

）
で
あ
れ
ば
足
る
こ
と
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
従
来
の
先
例
や
議
論
等
か
ら
し
て
安
易
に
受
容
し
難
い
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
り
、
仮
に
立
証
責
任
に
関
し
て

多
少
の
変
化
が
あ
る
の
み
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
と
も
、
よ
り
具
体
的
に
い
か
な
る
立
証
責
任
の
差
異
が
考
え
ら
れ
る

の
か
に
つ
き
今
後
よ
り
一
層
の
議
論
や
先
例
の
積
み
重
ね
が
期
待
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
に
関
し
て
は
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
破
綻
部
門
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
た
事
例
で

あ
る
と
も
、
い
わ
ゆ
る
退
出
資
産
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
と
も
評
価
さ
れ
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
に

つ
い
て
示
す
独
立
し
た
明
文
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
同
決
定
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
適
用

す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
判
断
枠
組
を
活
用
し
な
が
ら
退
出
資
産
の
抗
弁
の
適
用
が
図
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
全
く
不
可

能
と
は
言
い
き
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
二
〇
一
三
年N

ynas
事
件
決
定
に
係
る
決
定
文
中
に
お
い
て
は
、「Exiting Assets D

efen

）
118
（ce

」

の
よ
う
な
類
の
原
語
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
本
件
決
定
を
何
ら
の
躊
躇
も
な
く
「
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業

結
合
に
対
し
て
退
出
資
産
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
た
結
果
に
同
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
た
事
例
」
と
評
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
す
る
判
断
枠
組
が
退
出
資
産
の
抗
弁
の
適
用
に
際
し
て
依
拠
す
べ
き
有
益
な
判
断
枠
組
と

考
え
ら
れ
る
旨
が
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
の
残
し
た
示
唆
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
退
出
資
産
の
抗
弁
が
適
用
あ
る
い
は
そ
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の
適
用
が
試
み
ら
れ
た
事
例
を
中
心
と
し
た
よ
り
一
層
の
研
究
お
よ
び
議
論
が
な
お
も
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
に
よ
る
事
例
研
究
の
結
果
、
①
（
準
）
複
占
を
構
成
す
る
事
業
者
間
の
企
業
結
合
に
際
し
て
は
規
制
当
局
に
破
綻
会
社
の

有
し
て
い
た
資
産
の
流
出
を
特
に
懸
念
さ
せ
得
る
と
い
う
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
脚
注
一
一
一
の
機
）
119
（
能
、
②
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁

適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
、
当
該
事
件
に
お
け
る
特
殊
事
情
を
考
慮
し
た
旨
が
別
途
明
記
さ
れ
て
い
た
と

い
う
事
件
処
理
の
特
徴
、
③
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
所
定
の
基
準
の
充
足
有
無
に
係
る
検
討
に
際
し
、
例
え
ば
格
付
会
社

の
評
価
や
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
業
と
関
連
す
る
他
の
事
業
分
野
の
事
業
者
の
評
価
も
斟
酌
さ
れ
、
幅
広
い
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
④
欧
州
委
員
会
決
定
の
正
式
名
称
に
関
し
て
、
資
産
・
設
備
が
当
事
者
と
同
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
退
出
資
産
の
抗

弁
が
問
題
と
な
る
事
例
と
峻
別
し
得
る
と
す
る
仮
説
、
の
四
点
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
が
新
た
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
あ
る
と
し
て
も
、
徒
に
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
た
め
に

設
け
ら
れ
た
要
件
あ
る
い
は
基
準
を
緩
や
か
に
解
釈
し
た
り
す
る
等
し
て
例
外
の
過
度
な
拡
大
を
許
容
す
れ
ば
、
資
源
配
分
の
非
効
率
を

も
た
ら
し
か
ね
ず
、
結
果
と
し
て
市
場
に
お
け
る
競
争
を
阻
害
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
旨
は
序
論
で
述
べ
た
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な

理
解
を
前
提
と
し
て
他
に
い
か
な
る
議
論
そ
し
て
研
究
が
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用

に
よ
る
正
当
化
根
拠
と
は
何
な
の
か
。
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
新
旧
の
論
点
や
様
々
な
課
題
に
対
す
る
競
争
法
上
の
詳
細
な
分
析
に
つ

い
て
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

本
稿
が
取
り
扱
う
論
点
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
に
、
泉
水
文
雄
「
独
禁
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
：
企
業
の
破
綻
と
競
争
の

一
側
面
」
大
阪
市
立
大
學
法
學
雜
誌
第
四
五
巻
三
／
四
号
（
一
九
九
九
年
）
六
一
六
頁
。
そ
し
て
、
遠
藤
美
光
「
破
綻
会
社
法
理
（The Failing 
Com

pany D
octrine

）
の
展
開
と
課
題
」
上
智
法
学
論
集
第
二
一
巻
二
・
三
号
（
一
九
七
八
年
）
二
〇
五
頁
が
あ
る
。

（
2
）  

企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
（
以
下
、
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
は
、
そ
の
導
入
部
分
（
は
じ
め
に
）
に
お
い
て
、

「
会
社
の
株
式
（
社
員
の
持
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
取
得
若
し
く
は
所
有
（
以
下
「
保
有
」
と
い
う
。）（
法
第
一
〇
条
）、
役
員
兼
任
（
法
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第
一
三
条
）、
会
社
以
外
の
者
の
株
式
の
保
有
（
法
第
一
四
条
）
又
は
会
社
の
合
併
（
法
第
一
五
条
）、
共
同
新
設
分
割
若
し
く
は
吸
収
分
割
（
法

第
一
五
条
の
二
）、
共
同
株
式
移
転
（
法
第
一
五
条
の
三
）
若
し
く
は
事
業
譲
受
け
等
（
法
第
一
六
条
）」
を
「
企
業
結
合
」
と
す
る
旨
の
理
解
を

示
し
て
い
る
。

（
3
）  
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
１
よ
り
引
用
。

（
4
）  
同
第
３
の
１
⑴
イ
よ
り
引
用
。

（
5
）  
同
第
３
の
１
⑵
よ
り
引
用
。

（
6
）  

競
争
法
上
の
法
概
念
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
根
岸
哲
＝
舟
田
正
之
『
独
占
禁
止
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
二

〇
一
五
年
）、
四
二
―
四
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）  

同
書
、
九
九
頁
。

（
8
）  See e.g. O

ECD, Best Practice Roundtables on Com
petition Policy, The Failing Firm

 D
efence, DAF/CO

M
P 38 （2009

）.

（
9
）  

競
争
法
上
の
資
源
配
分
の
効
率
性
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。See A

liso
n 

Jo
n
es &
 B
ren

d
a S
u
frin, EU

 C
o
m
petitio

n L
aw: T

ext, C
ases, an

d M
aterials 6 -8 （6th ed. 2016

）.

（
10
）  

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
一
六
―
六
一
七
頁; see also O

ECD, Best Practice Roundtables on Com
petition Policy, Failing Firm

  
D
efence, O

CD
E/G
D
 23, 10 （1996

）.

（
11
）  

笠
原
宏
『
Ｅ
Ｕ
競
争
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）、
三
三
六
―
三
三
七
頁
よ
り
引
用
。See also G

uidelines on State aid for rescuing 
and restructuring non-financial undertakings in difficulty ﹇2014

﹈ OJ C 249/1, para. 6.

（
12
）  

同
書
、
三
四
七
頁
よ
り
引
用
。See also G

uidelines on regional State aid for 2014 -2020 ﹇2013

﹈ OJ C 209/1, paras. 113 -115.

（
13
）  

Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
例
に
鑑
み
る
と
、
同
抗
弁
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
は
あ
く
ま
で
例
外
と
す
る
記
述
が
残
さ

れ
る
例
が
存
在
す
る
。See e.g. Case CO

M
P/M
.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim

 

﹇2002

﹈ O
J L 132/45, para. 163; see also Case 

CO
M
P/M
.6796, AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II ﹇2013

﹈ C 6561 final, para. 833.

（
14
）  

中
島
菜
子
「
海
外
注
目
事
例
か
ら
み
え
て
く
る
競
争
法
実
務
の
着
眼
点
（
第
一
三
回
）
欧
州 : 

企
業
結
合
審
査
に
お
い
て
、
効
率
性
の
向
上
を

認
め
た
上
で
、
事
業
部
門
に
つ
い
て
破
綻
企
業
の
抗
弁
を
認
め
た
事
例 CO

M
M
ISSIO

N
 D
ECISIO

N
 of 02.09.2013 Case N

o CO
M
P/

M
.6360 -N

YN
AS/SH

ELL/H
ARBU

RG
 REFIN

ERY

」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
〇
九
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
八
頁
、
八
四
頁
。

（
15
）  See e.g. A

riel E
zrach

i, EU
 C
o
m
petitio

n L
aw: A

n A
n
alytical G

u
id
e to T

h
e L
ead

in
g C

ases 502 -507 （6th ed. 2018

）.
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（
16
）  G

uidelines on the assessm
ent of horizontal m

ergers under the Council Regulation on the control of concentrations betw
een 

undertakings ﹇2004

﹈ OJ C 31/5.
（
17
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
哲
郎
「
破
綻
企
業
の
抗
弁

―
欧
州
に
お
け
る
実
務
の
分
析
と
、
日
本
の
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
の
比

較
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
九
三
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
四
頁
、
三
七
―
三
八
頁
に
同
旨
。

（
18
）  
そ
の
主
な
例
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準 

―
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
〇
九
頁
。

（
19
）  

下
記
概
要
よ
り
詳
細
な
説
明
は
、
笠
原
・
前
掲
注
（
11
）、
二
六
八
―
二
七
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）  

「
集
中
（concentration

）」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
企
業
結
合
」
と
し
て
取
り
扱
う
。
こ
の
邦
訳
に
つ
い
て
同
様
の
理
解
を
示
す
主

な
文
献
の
例
と
し
て
、
林
秀
弥
『
企
業
結
合
規
制

―
独
占
禁
止
法
に
よ
る
競
争
評
価
の
理
論
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）、
六
頁
を
参
照
。

（
21
）  Council Regulation 
（EC

） N
o 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations betw

een undertakings 

（the EC 
M
erger Regulation

） （Text w
ith EEA relevance

） ﹇2004

﹈ OJ L 24/1.

（
22
）  

笠
原
・
前
掲
注
（
11
）、
二
八
七
―
二
八
八
頁
。

（
23
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
一
頁
よ
り
引
用
。

（
24
）  

「
流
出
」
と
い
う
邦
訳
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に

対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
九
頁
、
一
三
三
頁
脚
注
二
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
）  

本
稿
で
は
、
有
効
競
争
（w

orkable com
petition

）
と
の
混
同
を
避
け
る
べ
く
「
効
果
的
な
競
争
」
と
い
う
邦
訳
をeffective com

petition

に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
採
用
し
た
。
そ
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
同
論
文
、
一
三
五
―
一
三
六
頁
脚
注
五
七
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13. 

二
〇
一
一
年
の
欧
州
委
員
会
に
下
さ
れ
た
禁
止
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ー
ゲ
航
空
に
よ
る

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
の
買
収
を
通
じ
た
完
全
子
会
社
化
が
計
画
さ
れ
、
同
計
画
に
係
る
届
出
が
な
さ
れ
た
。
計
画
さ
れ
て
い
た
企
業
結
合
は
Ｅ
Ｕ

規
模
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
の
競
争
当
局
ら
に
よ
り
二
〇
〇
四
年
理
事
会
規
則

第
一
三
九
号
第
二
二
条
に
基
づ
き
欧
州
委
員
会
の
審
査
が
要
請
さ
れ
た
た
め
、
同
計
画
に
つ
き
欧
州
委
員
会
が
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
本

決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
八
―
一
九
）。
本
決
定
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
の
主
な
例
と
し
て
、
鹿
倉
将
史
「
最
近
の
Ｅ
Ｕ
企
業
結
合
規
制
の
動

向
」
国
際
商
事
法
務
第
四
二
巻
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
八
八
頁
、
六
九
二
―
六
九
三
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
事
件
概
要
に
関
す
る
資
料
、

「
ギ
リ
シ
ャ
金
融
、
３
行
に
集
約

―
企
業
の
国
外
流
出
や
ま
ず
、
不
安
定
な
先
行
き
を
警
戒
。」
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
八
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日
、
五
頁
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
先
述
し
た
二
〇
〇
四
年
理
事
会
規
則
第
一
三
九
号
第
二
二
条
、
い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ン
ダ
条
項
の
詳

細
は
、
主
に
、
次
の
文
献
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
庄
司
克
宏
『
新
Ｅ
Ｕ
法 

政
策
篇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）、
三
三
二
―
三
三
三
頁
。See 

also Jo
n
es &

 S
u
frin, supra note 9, 1119 -1122.

な
お
、
本
件
決
定
の
当
事
者
ら
が
去
る
二
〇
一
一
年
の
欧
州
委
員
会
に
よ
る
禁
止
決
定
に

つ
き
訴
訟
を
提
起
し
て
争
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
旨
が
本
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
〇
―
二
五
か
ら
読
み
取
れ
る
。

（
27
）  
二
〇
一
一
年O

lym
pic/ Aegean Airlines

事
件
決
定
か
ら
本
件
決
定
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
ら
も
参
考
さ
れ
た
い
。See  

A
ssim

akis Kom
ninos &

 Jan Jeram
, Changing M

ind in Changed Circum
stances: A

egean/O
lym
pic II and the Failing Firm

  
D
efence, vol. 5, issue 9, J. E. C. L. &

 P. 605 （2014

）; see also E
zrach

i, supra note 15, at 507. 

（
28
）  See H

enrik Koivuniem
i, The Failing Firm

 D
efence in U

S and EU
 Com

petition Law‒A
 Com

parative and D
iachronic A

nalysis, 
U
niversity of Turku, 50 -57 

（2017

）. 

な
お
、
本
論
文
は
筆
者
が
同
論
文
の
執
筆
者H

enrik Koivuniem
i

と
独
自
に
直
接
連
絡
を
と
り
本
人

の
了
承
を
得
た
う
え
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
に
て
落
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
29
）  

Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
一
般
的
な
定
義
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。See Jo

n
es &
 S
u
frin, supra note 9, at 624 -625; see also 

A Q
uality Fram

ew
ork for Services of G

eneral Interest in Europe ﹇2011

﹈ CO
M
 900 final.

（
30
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at paras. 26 -51.

（
31
）  Id. at para. 126.

（
32
）  Id. at paras. 630 -632.

（
33
）  Id. at paras. 633 -642.

（
34
）  Id. at paras. 644 -646.

（
35
）  Id. at para. 647.

（
36
）  Id. at paras. 648 -657.

（
37
）  Id. at paras. 658 -681.

（
38
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
〇
頁
よ
り
引
用
。

（
39
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 682.

（
40
）  Id. at para. 683.

（
41
）  

同
様
に
、
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
一
頁
に
は
、
本
件
決
定
に
お
け
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
脚
注
一
一
一
の
機
能
の
発
揮
に
関
す
る
言
及
が
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あ
る
。

（
42
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 685.
（
43
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
頁
よ
り
引
用
。

（
44
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 686.
（
45
）  Id. at para. 687.

（
46
）  
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
頁
よ
り
引
用
。

（
47
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 688.

（
48
）  Id. at para. 689.

（
49
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
頁
よ
り
引
用
。

（
50
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 690.

（
51
）  Id. at footnote 603.

（
52
）  Id. at paras. 692 -803.

（
53
）  Id. at paras. 804 -805.

（
54
）  

欧
州
の
事
業
者
に
限
定
し
た
こ
と
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
同
決
定
文
中
の
次
の
脚
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。See Id. at footnote 709. 

（
55
）  Id. at paras. 806 -814.

（
56
）  Id. at paras. 816 -817.

（
57
）  Id. at paras. 819 -832.

（
58
）  

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
際
し
て
問
題
と
な
り
得
る
す
べ
て
の
市
場
シ
ェ
ア
の
吸
収
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ

た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
18
）、
三
一
五
―
三
一
六
、
三
一
九
―
三
二
〇
、
三
二
七
―
三
二
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
59
）  AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 830.

（
60
）  

同
様
に
、
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
一
頁
に
は
、
本
件
決
定
に
お
け
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
脚
注
一
一
一
の
機
能
の
発
揮
に
関
す
る
言
及
が

あ
る
。

（
61
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 13, at para. 833.

（
62
）  Id. at para. 834. 

こ
の
点
、
脚
注
七
二
六
に
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
か
ら
同
内
容
の
文
言
を
参
照
し
た
旨
の
意
味
内
容
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を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
し
て
特
に
関
連
す
る
三
つ
の

基
準
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「H

orizontal M
erger G

uidelines, paragraph 90

」
と
い
う
記
載
は
誤
り
で
あ
り
、
正

し
く
は
「H

orizontal M
erger G

uidelines, paragraph 89

」
と
記
載
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
留
意

さ
れ
た
い
。

（
63
）  Id. at paras. 836 -839.

（
64
）  Id. at paras. 840 -841.

（
65
）  Case CO

M
P/M
.5830, O

lym
pic/ Aegean Airlines ﹇2011

﹈ C 316 final. 

二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日
、
欧
州
委
員
会
は
上
場
企
業Agean 

Airline

（
本
稿
中
、
エ
ー
ゲ
航
空
）
と
ギ
リ
シ
ャ
の
投
資
会
社M

arfin Investm
ent G

roup

が
所
有
す
るO

lym
pic group of com

panies

の

一
員
た
るO

lym
pic Air

（
本
稿
中
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
）
の
合
併
を
禁
じ
た
。
同
合
併
は
エ
ー
ゲ
航
空
の
大
株
主
で
あ
るVassilakis

氏
（
三

六
・
三
％
の
株
式
を
保
有
）、Laskaridis

氏
（
一
九
％
の
株
式
を
保
有
）、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
に
出
資
を
し
て
い
た
投
資
グ
ル
ー
プM

arfin

社
（M

arfin Investm
ent G

roup

、
通
称
Ｍ
Ｉ
Ｇ
）、
そ
し
て
エ
ー
ゲ
航
空
な
ら
び
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
航
空
が
当
事
者
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
。

本
決
定
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
の
主
な
例
と
し
て
、
Ｉ
Ｂ
Ｌ
情
報
「
欧
州
委
員
会
、
ギ
リ
シ
ャ
のAgean Airline

とO
lym
pic Air

の
合
併

を
禁
止
」
国
際
商
事
法
務
第
三
九
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
五
五
頁
、
四
五
六
―
四
五
九
頁; Andreas W

eitbrecht, H
orizontals 

revisited -EU
 m
erger control in 2010, vol. 32, issue 3, E. C. L. R. 126, 129 （2011

）. 

ま
た
、
当
時
の
事
件
概
要
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、

「
フ
ラ
ッ
グ
キ
ャ
リ
ア
と
「
格
安
」、
ギ
リ
シ
ャ
２
大
航
空
合
併
、
生
き
残
り
へ
規
模
拡
大
。」
日
経
産
業
新
聞
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
、
一
〇

頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
66
）  

な
お
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
一
お
よ
び
本
件
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
九
八
七
が
示
す
通
り
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
主

張
・
立
証
は
同
抗
弁
の
適
用
を
希
望
す
る
当
事
者
ら
が
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
九
八
八
が
示
す
通
り
、
本
件

で
は
必
ず
し
も
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
を
希
望
す
る
当
事
者
ら
が
同
抗
弁
の
適
用
を
主
張
・
立
証
し
た
の
で
は
な
く
、
同
抗
弁
に
係
る
判
断
基

準
に
沿
う
議
論
が
な
さ
れ
た
に
止
ま
る
点
、
留
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
件
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
九
八
九
が
示
す
通
り
、
当
事
者
ら
が
行
っ
た

議
論
の
形
跡
の
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
67
）  O

lym
pic/ Aegean Airlines, supra note 65, at paras. 1811 -1812.

（
68
）  Id. at paras. 1813 -1978. 

特
に
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
九
六
二
―
一
九
六
六
で
は
、M

arfin

社
に
対
す
る
格
付
会
社
の
評
価
等
も
考
慮
さ
れ
て
い

る
。
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（
69
）  Id. at para. 1979.

（
70
）  Id. at paras. 1981 -1984.

（
71
）  Id. at para. 1985.

（
72
）  Id. at para. 1986.

（
73
）  Id. at paras. 1991 -2068.

（
74
）  Id. at paras. 2069 -2070.

（
75
）  Id. at para. 2074. See also Case IV

/M
.993, Bertelsm

ann/Kirch/Prem
iere ﹇1998

﹈ C 1439 final, para. 75. 

ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・

前
掲
注
（
17
）、
三
九
―
四
〇
頁
脚
注
二
五
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
76
）  O

lym
pic/ Aegean Airlines, supra note 65, at para. 2075, footnote 1368.

（
77
）  Id. at paras. 2076 -2087.

（
78
）  Id. at paras. 2088 -2090.

（
79
）  Id. at paras. 2091 -2102.

（
80
）  Id. at para. 2101.

（
81
）  Id. at paras. 2103 -2106.

（
82
）  Id. at paras. 2107 -2111.

（
83
）  Id. at paras. 2112 -2117.

（
84
）  Id. at paras. 2118 -2119.

（
85
）  Id. at para. 2120.

（
86
）  Id. at paras. 2239 -2241.

（
87
）  Case CO

M
P/M
.6360, N

ynas/Shell/H
arburg Refinery 

﹇2013
﹈ C 5594 final. N

ynas

社
に
よ
るShell

社
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ハ

ン
ブ
ル
ク
市
ハ
ー
ル
ブ
ル
ク
区
に
あ
る
石
油
精
製
設
備
の
取
得
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
欧
州
委
員
会
へ
届
出
が
な
さ
れ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、

本
件
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
二
が
示
す
よ
う
に
当
初
は
競
争
法
上
の
懸
念
を
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
査
の
結
果
、
同
取
得
は
同
程
度
市
場

に
お
け
る
競
争
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
競
争
促
進
的
で
あ
る
旨
を
確
認
し
た
。
同
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
欧
州
委
員
会
は
、

破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
可
否
の
検
討
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
法
的
枠
組
を
一
部
活
用
し
な
が
ら
競
争
評
価
を
行
っ
て
い
た
。
本
決
定
を
取
り
上
げ
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た
主
な
先
行
研
究
の
例
と
し
て
、
鹿
倉
・
前
掲
注
（
26
）、
六
九
三
―
六
九
四
頁
、
な
ら
び
に
、
中
島
・
前
掲
注
（
14
）
が
あ
る
。

（
88
）  Statem

ent of O
bjection

（
通
称
、
Ｓ
Ｏ
）
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
笠
原
・
前
掲
注
（
11
）、
二
三
六
―
二
三
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
89
）  N

ynas, supra note 87, at para. 22.
（
90
）  Id. at paras. 307 -309.

（
91
）  Id. at para. 310. 

同
部
分
の
邦
訳
に
際
し
て
は
、
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
七
九
頁
も
参
照
し
た
。

（
92
）  Id. at para. 311.

（
93
）  

詳
細
は
、
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
七
八
―
八
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
94
）  N

ynas, supra note 87, at paras. 442, 475.

（
95
）  Id. at para. 478.

（
96
）  

同
文
言
は
、N

ynas
事
件
決
定
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
八
六
お
よ
び
四
九
七
か
ら
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
文
言
を
読
み
取
れ
る

各
部
分
の
前
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
す
な
わ
ち
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
八
五
お
よ
び
四
九
六
に
お
い
て
は
、
本
件
の
特
殊
な
事
情
を
前
提
に
（given the 

specific features of this case
）
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
八
四
お
よ
び
四
九
五
の
含
意
も
併
せ
て
、
本
件
企
業
結
合
が
行

わ
れ
ず
に
石
油
精
製
設
備
が
閉
鎖
す
る
場
合
と
比
べ
て
同
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
の
方
が
競
争
促
進
的
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
た
め
、
本
件
企

業
結
合
が
も
た
ら
す
市
場
シ
ェ
ア
の
上
昇
と
価
格
に
対
す
る
悪
影
響
の
間
に
因
果
関
係
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上

の
退
出
資
産
の
抗
弁
は
、
石
油
精
製
設
備
の
閉
鎖
も
し
く
は
供
給
余
力
の
源
泉
た
る
資
産
の
流
出
の
存
在
を
特
殊
事
情
と
し
て
認
定
可
能
な
場
合
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
を
特
殊
事
情
と
評
価
す
る
に
値
す
る
ほ
ど
市
場
に
与
え
る
影
響
が
甚
大
と
評
価
可
能
な
場
合
に
限
っ
て
例
外
的
に
機
能
す
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。See e.g. BASF, supra note 13, at para. 163.

（
97
）  N

ynas, supra note 87, at paras. 386, 497.

（
98
）  Id. at para. 525.

（
99
）  Id. at para. 22.

（
100
）  See e.g. Case CO

M
P/M
.2876, N

EW
SCO

RP/ TELEPIU
' ﹇2003

﹈ C 1082 final; see also Bertelsm
ann, supra note 75.

（
101
）  

ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・
前
掲
注
（
17
）、
三
八
―
四
〇
頁
お
よ
び
脚
注
二
五
―
二
七
。
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
―
八
三
頁
お
よ
び
脚
注
一

七
―
一
九
。

（
102
）  

ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・
前
掲
注
（
17
）、
三
八
頁
。
中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
一
―
八
二
頁
。



法学政治学論究　第123号（2019.12）

124

（
103
）  

ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・
前
掲
注
（
17
）、
三
八
―
三
九
頁
。

（
104
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
頁
。

（
105
）  

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
競
争
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
「
Ｅ
Ｕ
国
家
補
助
規
制
の
考
え
方
の
我
が
国
へ
の
応
用
に
つ
い

て
」CR03 -13

（
二
〇
一
三
年
）
等
の
資
料
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
106
）  
同
考
慮
要
素
そ
れ
自
体
の
存
在
は
先
例
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
た
め
、
何
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
点
に
は
留
意
さ
れ
た
い
。See  

E
zrach

i, supra note 15, at 506; see also N
EW
SCO

RP/ TELEPIU
', supra note 100, at para. 212.

（
107
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
二
頁
。Ruchit Patel, D

evelopm
ent of the European Com

m
ission

’s D
ecisional Practice on Failing D

ivi-
sion D

efences, vol. 38, issue 3, W
o
rld C

o
m
petitio

n 423, 435 （2015

）.

（
108
）  

中
島
・
前
掲
注
（
14
）、
八
四
頁
。

（
109
）  O

liver Bretz et al, A
 N
ew A

pproach to the Failing Firm
 Defence? The N

ynas/Shell H
arburg m

erger, vol. 35, issue 10, E. C. L. R. 
480, 483, 486 （2014

）.

（
110
）  Koivuniem

i, supra note 28, at 47 -50.

（
111
）  

山
根
裕
子
『
合
併
審
査 : 

米
欧
の
事
例
と
日
本
の
課
題
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
一
三
頁
脚
注
一
六
〇
よ
り
引
用
。

（
112
）  

林
・
前
掲
注
（
20
）、
五
四
八
頁
脚
注
三
〇
五
に
は
、
退
出
資
産
の
抗
弁
（
“exiting assets

” defense

）
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
、
破
綻

会
社
の
抗
弁
そ
の
要
件
を
緩
和
さ
せ
た
形
で
主
張
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。See O

lin Corp. v. FTC, 986 F.2d 1295, 1307 

（9th Cir. 
1993

）.

（
113
）  

山
根
・
前
掲
注
（
111
）、
一
一
三
頁
脚
注
一
六
〇
。

（
114
）  N

ynas, supra note 87, at para. 22.

（
115
）  Id. at paras. 386, 497.

（
116
）  

こ
の
点
、
例
え
ば
、
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
で
も
資
産
・
設
備
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
同
事
件
で
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。

See BASF, supra note 13;

併
せ
て
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
産
・
設
備
が
当
事
者
と
同
定
さ
れ
た
原

決
定
が
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
退
出
資
産
の
抗
弁
が
問
題
と
な
る
事
例
と
峻
別
可
能
と
す
る
仮
説
の
暫
定
的
な
正
し
さ
は
、
な
お
維
持
さ
れ
る
も
の
と
解

さ
れ
る
。

（
117
）  Bretz et al., supra note 109, at 482 -486.
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（
118
）  See e.g. O

lin Corp., supra note 112, at 1297.

（
119
）  

こ
の
点
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）、
一
二
五
―
一
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

野
﨑 
光
駿
（
の
ざ
き　

み
つ
と
し
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域　
　

競
争
法

主
要
著
作　
　

 「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

―
一
九
九
八
年
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
九
号

（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）


